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１ 地域生活支援拠点整備の目的                                                 

障がいのある方の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え，障がいのある方が，住み慣れた地域で安心して暮ら

していけるよう地域全体で支えるサービス提供体制のことであり，次の２つの目的を有している。 

（１）緊急時の相談，短期入所等の受入れ体制を整備することにより，地域生活における安心感を確保する。 

（２）体験の機会の提供を通じて，グループホームや一人暮らし等の地域生活への移行・継続を支援する。 

 

２ 地域生活支援拠点の機能                                                   

（１）相談 

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で，常時の連絡体制を確保し，緊急の事態に必要

な障害福祉サービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 

（２）緊急時の受入れ・対応 

短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で，介護者の急病や障がい者等の状態変化等の緊急

時の受入れ・対応を行う機能 

（３）体験の機会・場 

病院や施設，親元からの自立にあたって，障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供す

る機能 

（４）専門的人材の確保・養成等 

医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方，高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して，専門的な対

応を行うことができる体制の確保や人材の養成を行う機能，障がい者総合支援協議会・相談支援専門員等

連絡会における情報共有・広報等を行う機能 

 

「緊急時」の主な例 

・主たる介護者が負傷・疾病・死亡等の状態となり，他の介護者を確保できない場合 

・主たる介護者が親族の葬儀等，事前に予定を把握できない理由により一時的に不在となる場合 

・障がい者本人の行動上の特性等により，一時的に在宅での生活を継続することが困難である場合 

・障がい者本人への虐待の恐れがあり，帰宅時に時間を要する場合 

・その他やむを得ない理由により，村長が必要と認める場合 
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３ 東海村における地域生活支援拠点の整備                                         

地域生活支援拠点は，今までにない新しい事業を行うものではなく，これまで地域の中で取り組んできたこと

の延長として，地域の関係機関が協力し合い連携する仕組みとなる。 

東海村では，複数の機関が分担して機能を担う「面的整備」で拠点の整備を行う。 

 

東海村地域生活支援拠点イメージ図 
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４ 各機能の具体的内容                                                   

（１）相談の機能 

役割を担う機関 内容 

地域定着支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

①相談支援の実施 

・住み慣れた地域で安心して生活できるよう，様々な相談に対応する。 

・自立や病院・施設等からの地域移行に向けた相談に対応する。 

②緊急時や将来を見据えた常時の連絡体制の確保 

・相談支援を通じて，緊急対応が必要な状況が発生する可能性のある対象者に対

し，地域生活支援拠点に関する説明を行い，事前登録を促す。 

・緊急時に備えて必要なサービス等の提案や説明，契約等を行う等の事前準備を行

う。 

・対象者のニーズを確認した上で，短期入所や体験利用等の調整を進める。 

③緊急時の支援体制への取組み 

・緊急受入れを行った場合，事後速やかに在宅復帰に向けた調整会議等を開催し，

安心して在宅生活に戻れるよう調整する。 

 

（２）緊急時の受入れ・対応の機能 

役割を担う機関 内容 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

①緊急時に備えた情報集約と共有 

・事業所の事業内容や特色，緊急時に支援可能な範囲等に関する情報等を事前に集

約し，緊急時のコーディネートがスムーズに行えるよう準備しておく。 

②緊急に対応が必要な状況が発生した場合の対応 

・必要に応じ，速やかに短期入所等の利用調整を行う。 

③緊急支援後の在宅復帰に向けた支援 

・速やかに在宅復帰に向けた調整会議を実施し，今後の方向性等を検討する。 

短期入所事業所 ①緊急に対応が必要な状況が発生した場合の対応 

・相談支援事業所や基幹相談支援センターからの緊急の受入れ・対応の要請があった

場合，できるだけ柔軟に対応する。 

・相談支援事業所等や基幹相談支援センターから対象者に関する情報を引き継ぎ，対

象者への支援が円滑に行えるようにする。 

②緊急支援後の在宅復帰に向けた支援 

・速やかに在宅復帰に向けた調整会議に参加し，今後の方向性等を検討する。 

訪問系サービス事業所 ①緊急に対応が必要な状況が発生した場合の対応 

・相談支援事業所や基幹相談支援センターから緊急の受入れ・対応の要請があった場

合，できるだけ柔軟に対応する。 
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◎緊急時対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態発生 

障害福祉サービス利用あり 

（担当の相談支援専門員がいる） 
障害福祉サービス利用なし 

障害福祉サービス利用後は 

関係者で担当者会議を実施し 

今後の方向性を検討 



5 

（３）体験の機会・場の機能 

役割を担う機関 内容 

地域定着支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

①体験に関する情報の集約・共有 

・体験利用を受け入れている事業所の情報を集約し，相談支援事業所と基幹相談支

援センターで共有する。 

②サービスの利用に関する相談対応・利用調整 

・病院や施設からの地域移行や，親元からの自立に関する相談があった場合，対象

者のニーズを確認した上で，必要なサービスの体験利用の提案・調整を行う。 

・緊急時に備えて必要な準備としての体験利用を提案する。 

③体験の機会の拡大のための検討 

・体験の機会拡大のために，関係事業所間で情報共有や今後の検討を行う。 

グループホーム 

日中活動系 

サービス事業所 

①体験の機会・場の提供 

・見学体験利用の要請があった場合は，利用者の状況に合わせて可能な限り柔軟に

対応する。 

・緊急時や将来を見据えた体験利用であることを意識した対応を行う。 

②実施後の連絡，情報共有 

・体験利用の実施後，関係機関と情報共有し，今後の検討を行う。 

 

（４）専門的人材の確保・養成等の機能 

役割を担う機関 内容 

基幹相談支援センター ①専門的体制の確保 

・医療的ケアが必要な方や強度行動障害を有する方，高齢化に伴い重度化した障が

い者等に対して，専門的な対応を行うことができる体制を確保する。 

②支援者のスキルアップ・養成 

・総合支援協議会や相談支援専門員等連絡会を活用し，専門的な連携や支援体制に

ついて協議する。 

・基幹相談支援センターによる研修や，総合支援協議会等での事例検討を通じ，サー

ビスの質を高め，専門的な対応ができる人材を養成する。 

③広報 

・ホームページ等を通じて地域生活支援拠点を広く周知する。 
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５ 地域生活支援拠点に係る加算                                             

障害福祉サービス等の給付費における，地域生活支援拠点等に係る加算等の概要である。実際の請求に当たっ

ては，法令等の規定を十分に確認すること。 

 

１ 相談機能の強化 

（１）地域生活支援拠点等相談強化加算 ７００単位/回 

指定特定相談支援事業所が，緊急事態が生じた利用者に対し，速やかに指定短期入所事業所に対して，必要な

情報の提供及び利用に関する調整を行った場合に，１人につき，１月に４回を限度に算定できる。 

対象サービス：計画相談支援，障害児相談支援 

 

（２）地域体制強化共同支援加算 ２０００単位/回 

支援が困難な利用者に対して，利用者の同意を得た上で，相談支援事業所の相談支援専門員又は相談員と福

祉サービスを提供する事業所の職員（３者以上）が共同して，療養上必要となる説明及び指導を実施するとともに，

地域課題を整理し，協議会に報告を行った場合に１人につき１月に１回を限度として算定できる。 

対象サービス：計画相談支援，障害児相談支援 

 

２ 緊急時の受入れ・対応の機能 

（１）緊急時対応加算 １００単位/回 地域生活支援拠点の場合は・・・プラス５０単位 

居宅介護計画に位置付けられていない居宅介護（身体介護が中心である場合及び通院等介助（身体介護を伴う）

が中心である場合に限る）を，利用者又はその家族等から要請を受けてから２４時間以内に支援を行った場合に

算定できる。利用者１人につき，１月に２回を限度として１００単位を算定できる。地域生活支援拠点として位置づ

けられ，関係機関との連携及び調整に従事する者を１名以上配置している場合に，更に５０単位を上乗せすること

ができる。 

・対象サービス：居宅介護（身体介護，通院等介助（身体介護を伴う），重度訪問介護，同行援護，行動援護， 

重度障害者等包括支援 

 

（２）緊急時受入加算  １００単位/日 

利用者の障害特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において，当

該利用者又はその家族等からの要請に基づき，夜間に支援を行った場合に，１日につき１００単位の加算ができる。 

地域生活支援拠点として位置づけられ，関係機関との連携及び調整に従事する者を１名以上配置していること。 

・対象サービス：生活介護，自立訓練（機能・生活），就労移行支援，就労継続支援Ａ型，就労継続支援Ｂ型 

 

（３）緊急時支援加算  地域生活支援拠点の場合は・・・プラス５０単位 

① 緊急に支援が必要な事態が生じた場合において，利用者又は家族等からの要請に基づき，深夜（午後１０時

から午前６時までの時間）に速やかに訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に，１日につき緊急時

支援加算（Ⅰ）の７１１単位を算定できる。 

② 緊急に支援が必要な事態が生じた場合において，利用者又は家族等からの要請に基づき，深夜（午後１０時

から午前６時までの時間）に電話による相談援助を行った場合に，１日につき緊急時支援加算（Ⅱ）の９４単位

を算定できる。ただし，緊急時支援加算（Ⅰ）算定している場合は算定できない。 

③ 緊急に支援が必要な事態が生じた場合において，利用者又は家族等からの要請に基づき，速やかに訪問又

は一時的な滞在による支援を行った場合に，１日につき緊急時支援加算（Ⅰ）７３４単位を算定できる。 



7 

④ 緊急に支援が必要な事態が生じた場合において，利用者又は家族等からの要請に基づき，深夜（午後１０時

から午前６時までの時間）に電話による相談援助を行った場合に，１日につき緊急時支援加算（Ⅱ）の９８単位

を算定できる。ただし，緊急時支援加算（Ⅰ）を算定している場合は算定できない。 

・対象サービス ①②：自立生活援助   ③④：地域定着支援 

 

①から③までは，地域生活支援拠点として位置づけられ，関係機関との連携及び調整に従事する者を１名以上

配置している場合に，更に５０単位を上乗せできる。 

 

（４）短期入所事業所が，地域生活支援拠点である場合の加算 

地域生活支援拠点に位置付けられている指定短期入所事業所が利用者を受入れた場合に，緊急時に限らず，

利用者全員について，利用を開始した日に１００単位を加算することができる。なお，医療的ケア児者，重症心身

障害児者または，行動関連項目の合計点数が１０点以上の者を支援した場合は，更に２００単位を加算できる。 

・対象サービス：短期入所 

 

（５）緊急短期入所受入加算 ２７０単位/日 

居宅において，その介護を行う者の急病等の理由により，指定短期入所等を緊急に行った場合に，短期入所を

緊急に行った日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合

は１４日）を限度として緊急短期入所受入加算（Ⅰ）２７０単位/日を加算できる。（医療型は緊急短期入所受入加算

（Ⅱ）５００単位/日） 

・対象サービス：短期入所 

 

（６）定員超過特例加算  ５０単位/日 

居宅において，その介護を行う者の急病等の理由により，運営規定に定める利用定員を上回る利用者に短期入

所支援を行った場合，利用者全員に対して，１０日を限度として１日につき５０単位/日加算できる。 

・対象サービス：短期入所 

 

３ 体験の機会・場の機能の強化 

（１）体験利用支援加算・体験利用加算 

指定障害者支援施設において，日中活動系サービスを利用する利用者が，地域移行支援を利用し，障害福祉サ

ービスの体験的な利用をする場合において，昼間の時間帯に支援を行った場合，又は指定特定相談支援事業所と

の連絡調整その他の相談援助を行った場合に算定できる。１５日以内に限り１日につき体験利用支援加算（Ⅰ）５

００単位/回（初日から５日目まで），又は体験利用加算（Ⅱ）250単位/回（６日目から１５日目まで）を算定できる。

地域生活支援拠点として位置づけられ，関係機関との連携及び調整に従事する者を１名以上配置している場合に，

更に５０単位を上乗せできる。 

・対象サービス：療養介護，生活介護，自立訓練（機能・生活），就労移行支援，就労継続支援Ａ型 

就労継続支 B型，地域移行支援 

 

（２）体験宿泊加算 

単身での生活を希望している者に対し，単身での生活に向けた体験的な宿泊支援を行った場合は，体験宿泊加

算（Ⅰ）で１日につき３００単位加算できる。また，（Ⅰ）の要件に加え，夜間及び深夜の時間帯を通じて見守り等の

支援が必要な場合で，当該体験宿泊場所に夜間支援従事者を配置した又は少なくとも一晩につき複数回以上，当
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該体験宿泊場所への巡回による支援を行った場合は，体験宿泊加算（Ⅱ）で７００単位の加算ができる。（Ⅰ）及び

（Ⅱ）を合計して１５日を限度とする。生活支援拠点として位置づけられ，関係機関との連携及び調整に従事する

者を１名以上配置している場合に，更に５０単位を上乗せできる。 

・対象サービス：地域移行支援 

 

（３）地域移行促進加算 

地域生活支援拠点等に位置付けられている障害者支援施設において，地域移行支援事業者と連携し宿泊体験

を支援したり，通所サービス又はグループホームの見学や食事体験等を行うなど，地域生活への移行に向けた支

援を実施した場合に１日につき算定できる加算。 

 

① 地域移行促進加算（Ⅰ） 

市町村により地域生活支援拠点として位置づけられ、連携担当者を配置している場合に加算。 障害者支援施

設等の入所者が地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合に、障害者支援施設等の職員が地域移行支援

事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合に１日につき 120単位/月を算定できる。 

② 地域移行促進加算（Ⅱ） 

地域生活支援拠点等と連携の上、地域生活への移行に向けた支援（宿泊を伴わないものに限る）を、障害者支

援施設の職員が同行した上で実施した場合に１月につき３回を限度として，１日に６０単位算定できる。 
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６ 地域生活支援拠点の機能を担う事業所の登録                                       

地域生活支援拠点の実施については，事前に村へ相談した上で，登録申請を行い，登録を受け，必要な際にそ

れぞれの機能を担い実施する。 

登録手順は次のとおりである。 

（１） 運営規定の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※運営規定作成にあたっての留意事項 

① 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所が届出を行う場合は（１）（２）（３）の機能を担うことを運

営規定に記載すること。 

② 短期入所事業所及び訪問系サービス事業所（居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護，重度障害者

等包括支援）が届出を行う場合は，（２）の機能を担うことを運営規定に記載すること。 

③ 地域移行支援事業所，日中活動系サービス事業所が届出を行う場合，少なくとも（３）の機能を担うこと。 

 

（２）申請書の提出 

事前相談の後，添付書類を添えて村へ提出する。 

【提出書類】 

① 東海村地域生活支援拠点事業所登録申請書（様式第１号） 

② 機能を担うことを記載した運営規定 

 

（３）事業所登録 

申請書類等を確認後，地域生活支援拠点事業所として登録し，「東海村地域生活支援拠点事業所登録通知書」

を事業所へ送付するとともに，「地域生活支援拠点登録事業所リスト」に記載する。また，登録した事業所は村ホー

ムページで公表する。 

【必要書類】 

① 指定内容変更届（運営規定の変更） 

≪参考：運営規定の記載例≫ 

第●●条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針

（平成１８年厚生労働省告示第 395号）第一の二の３」に規定する地域生活支援拠点として次の機能を担う。 

（１）相談 

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で常時の連絡体制を確保し，障害の特性に起因して

生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行う機能。 

（２）緊急時の受入れ・対応 

短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で，介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急

時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。 

（３）体験の機会・場 

病院や施設・親元からの自立にあたって，障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供

する機能。 

（４）専門的人材の確保・養成等 

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者，高齢化に伴い重度化した障害者に対して，専門的な対応を

行うことができる体制の確保や，専門的な対応ができる人材の要請を行う機能。 
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② 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 

③ 体制等状況一覧表 

④ 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出書（該当する加算を算定する場合） 

⑤ 地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書（該当する加算を算定する場合） 

⑥ 運営規定（変更後） 

※体制届出については，加算を算定する前月の１５日前までに届出が必要。 

※指定権者が茨城県の場合は，茨城県障害福祉課へ提出すること。 

 

（４）変更届 

次の登録内容に変更があった場合は，変更届出を提出する。 

①事業所の名称 ②事業所の所在地 ③事業所の登録番号 ④地域生活支援拠点として担う機能 

【提出書類】 東海村地域生活支援拠点事業所変更届出書（様式第３号） 

【提出期限】 変更があった日から１０日以内 

 

（５）休止・廃止届出 

【提出書類】 東海村地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書（様式第４号） 

【提出期限】 廃止・休止・再開をする１か月前まで 

 

７ 利用者事前登録                                                            

（１）相談・登録申込 

事前登録を希望する利用者は，必要書類を村へ提出する。 

【必要書類】 

①東海村地域生活支援拠点 事前登録申込シート 

※相談支援専門員又は基幹相談支援センター職員が，本人や家族に聞き取りを行い作成する。 

※登録後も必要に応じて情報を更新する。 

②個人情報の取扱いに関する同意書 

③サービス等利用計画の写し 

④障害福祉サービス受給者証の写し 

※③④は障害福祉サービスの支給決定を受けている場合のみ 

 

（２）台帳への登録 

基幹相談支援センターで登録台帳へ登録する。併せて，担当の相談支援事業所へ情報提供する。 

 

（３）関係機関との情報共有 

ＭＣＳを使用し，緊急時に備え，利用が想定される事業所（短期入所，訪問系サービス等）や医療機関と情報

共有する。 

 

（４）体験利用・緊急時対応 

緊急時や将来を見据えた体験利用を行う。また，緊急事態が発生した場合は，相談支援事業所や基幹相談支

援センターが連絡調整を行い，障害福祉サービスの利用に繋げる。 
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Medical Care Stationとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用例：電話・FAX・Ｅメール・郵送の代わり 

ＭＣＳ 
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８ 関係様式                                                                     

（１） 利用者向け 

【事前登録関係】 

・東海村地域生活支援拠点 事前登録申込シート 

・個人情報の取扱いに関する同意書 

 

（２）事業所向け 

【事業所登録関係】 

・東海村地域生活支援拠点事業所登録申請書（様式第１号） 

・東海村地域生活支援拠点事業所登録変更届出書（様式第３号） 

・東海村地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書（様式第４号） 

 

【報告書関係】 

・地域体制強化共同支援加算 報告書兼記録書 
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年 月 日

〒

（頻度 回 / ）

収入 級 （ ）

主治医 回 / ）

主治医 回 / ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（ ）

（ ）

相談支援事業所

登録者氏名

住所

区分認定

手帳

（　頻度

（　頻度

サービス

サービス

東海村地域生活支援拠点　事前登録申込シート

服薬

感染症

飲んでる薬がある方は，お薬手帳の写しを添付してください。

服薬管理状況

ふりがな

事業所名

事業所名

事業所名

サービス

氏名

記入

身体障害手帳

療育手帳

精神手帳

疾病・持病

アレルギー

令和

級

障害部位

診断名

自立支援医療

続柄届
出
者

氏名

連絡先

次のとおり，東海村地域生活支援拠点事業に申し込みます。

【登録者情報】

連絡先

計画相談員

サービス

サービス

事業所名

事業所名

障害福祉サービス

年齢生年月日

FAX番号

Eメール

電話番号

てんかん発作

歳

その他

医療機関

医療機関

級

経済状況

通院先

障害年金

〇A CA B

精神 育成 更生 有

無

生活保護 有 無

有 無

自己管理 自己管理不可

有 無

有 無

有 無

有 無

１ ２ ３ ４ ５ ６
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続柄 年齢

続柄 年齢

（ ）

（ ）

（ ）

氏名

【家族・支援者情報】

連絡先

例）睡眠導入剤を飲めば夜間ぐっすり眠ります。就寝時間：〇〇時頃　起床時間：〇〇時頃

日
常
の
生
活
状
況

例）食べこぼしがあるので声かけしてます。
食事

例）自分１人では身体を洗えないので，お手伝いしています。

【関係者図】　（記入例）

住所

家族以外で
支援が可能
な方

氏名

睡眠薬

家
族
構
成

住所 連絡先同居・別居

排泄

着脱

入浴

睡眠

例）尿意・便意が分からず漏らしてしまうため，おむつ対応しています。

例）ズボンは自分で履けますが，ボタンは一人では留められません。

生年月日

生年月日

常食

本人

〇〇〇病院

社会福祉協議会

息子

〇〇サークル

隣近所の夫婦

自立 一部介助 全介助

自立 一部介助 全介助

自立 一部介助 全介助

自立 一部介助 全介助

粥 刻み ペースト 胃ろう

ポータブル おむつ バルーン

有 無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ ）

　段差 （ ）

備考

行動特徴

利用時の
配慮事項

例１）常に落ち着きなく歩き回っています。
例２）他の人と関りを持つのが苦手なので，１人で行動することが多いです。

例）寝たきりで発語がないため，コミュニケーションはとれません。

例１）不安が強くなるとパニックが起こりやすくなるので，話を聞いてもらいたい。
例２）調子が悪い時は頓服を飲ませてください。

日
常
の
生
活
状
況

コミュニケー
ション

例）壁や手すりにつかまれば，立位はできます。

感覚
過敏

例）救急車の音を聞くと外に飛び出してしまいます。

歩行 例）歩行器を使用すれば1人で歩けます。段差は誰かの支えが必要です。

立位

自立 杖 歩行器 車いす その他の補助具

不可

自立 一部介助 全介助

有 無

可 不可

可

※２と３については，所持している場合

3

　　　　個人情報の取扱いに関する同意書

　　　　受給者証の写し※障害福祉サービスの支給決定を受けている場合

1

2 　　　　サービス等利用計画（基本情報・サービス等利用計画・週間計画）※最新のもの
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個人情報の取扱いに関する同意書 

（宛先）東海村長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私に関する個人情報を上記のとおり取り扱うことに同意します。 

 

令和   年    月    日 

 

住 所                                       
 

本 人 署 名                                       
 
代理人署名                   本人との関係（        ）  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 利用目的 

緊急時の支援が必要な障がい児者（世帯）を事前に把握，登録した上で，関係機関と共有し，緊急時に備え

た各種支援を行うことを目的とする。 

 

２ 個人情報の提供 

（１）提供される個人情報の内容 

東海村地域生活支援拠点 事前登録申込シート及び本人情報シートに記入した個人情報 

（２）個人情報の提供先（関係機関） 

東海村地域生活支援拠点事業所，相談支援事業所，基幹相談支援センター，障害福祉サービス事業所，協

力医療機関，児童相談所 

（３）提供先における個人情報の利用目的 

①緊急時に備えた関係機関との連携のため 

②緊急時に適切な支援を行うため 

 

３ 個人情報使用に関する条件 

（１）個人情報の提供は必要最低限とし，本目的以外には利用及び提供してはならない。 

（２）サービスの提供を行う事業所に従事する職員，または従事していた職員は，利用者のプライバシーに万全を

期すものとし，提供を受けた個人情報を正当な理由なく他人に知らせ，または不当な目的に使用してはなら

ない。 

（３）事業所に従事する職員は，個人情報を使用した会議，相手方，個人情報利用の内容等の経過を記録すると

ともに，当該個人情報及び経過等を安全に保管しなければならない。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

東海村地域生活支援拠点事業所登録申請書 

  年  月  日 

東海村長  様 

申請者 所在地 

（設置者）名 称 

                     代表者             

 

東海村地域生活支援拠点事業実施要綱第５条第１項の規定により，関係書類を添えて申請します。 

申
請
者
（
設
置
者
） 

（フリガナ） 

名 称 

  

  

主たる事業所 

所在地 

（〒   －   ） 

 

連絡先 
電話番号   FAX番号   

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

申
請
事
業
所 

（フリガナ） 

事業所名称 

  

  

事業所種別・番

号 

  

事業所所在地 
（〒   －   ） 

 

事業所連絡先 
電話番号   FAX番号   

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

拠点事業として 

担う業務 

□ (1) 相談        □（2）緊急時の受入れ・対応   

□（3）体験の機会・場  □（4）専門的人材の確保・養成等 

開始予定年月日       年   月   日 

添付書類 

□指定事業所であることを証する書類 

□運営規定 

□その他（                   ） 
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様式第３号（第６条関係） 

 

東海村地域生活支援拠点事業所登録変更届出書 

 

  年  月  日 

 

東海村長  様 

申請者 所在地 

（設置者）名 称 

                      代表者               

 

東海村地域生活支援拠点事業実施要綱第６条の規定により，次のとおり登録内容を変更したので届け出ま

す。 

登録内容を変更 

した事業所 

事業所所在地  

（フリガナ） 

事業所名称 

 

 

事業所種別・番号  

変更事項 変更前 変更後 

１ 申請者（設置者）名称 
  

２ 
申請者（設置者）の主たる 

事業所所在地，連絡先 

  

３ 代表者職・氏名 
  

４ 登録事業所名称 
  

５ 登録事業所所在地，連絡先   

６ その他   

変更年月日 年   月   日 
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様式第４号（第７条関係） 

 

東海村地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書 

 

  年  月  日 

東海村長  様 

申請者 所在地 

（設置者）名 称 

                       代表者              

 

東海村地域生活支援拠点事業実施要綱第７条の規定により，次のとおり廃止・休止・再開しましたので届け

出ます。 

 

廃止・休止・再開 

する事業所 

事業所所在地  

（フリガナ） 

事業所名称 

 

 

事業所種別・番号  

登録を受けた年月日 年  月  日 

廃止・休止・再開した年月日 年  月  日 

廃止・休止・再開した理由 

  

現に拠点事業にて受け入れている者 

に対する措置 

  

休止予定期間  年  月  日から   年  月  日まで 
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地域体制強化共同支援加算 報告書兼記録書 

【基本情報】 

報告先の協議会名  報告年月日 令和   年   月  日 

共同支援に係る会議 開催年月日 令和   年   月   日 開催場所  

相談支援事業所名  

相談支援専門員氏名  連絡先  

 

【利用者情報】 

ふりがな  性別 □男  □女 

利用者氏名  生年月日 年   月   日 （   歳） 

障害種別 □身体（肢体・視覚・聴覚・内部・その他） □知的 □精神 □難病 □医ケア 

支援な困難な理由  

 

【会議開催の目的・出席者】 ※３者以上の出席が必要 

会議開催の目的 

（該当に〇） 

□個別課題の解決  □地域課題・ニーズの把握  □横断的な連絡調整 

□地域づくり・資源開発  □地域生活支援拠点の運営への提案 

□その他（                         ） 

会議の出席者 

所属 職種 氏名 

   

   

   

   

 

【会議の具体的な内容】※開催の目的に応じて記載することとし，必ずしも全ての項目に記載が必須ではない。 

①利用者の支援の経過  

②利用者の支援上の課題  

③②の課題への対応策 

（協議会への提案等を含む） 

 

④地域課題・ニーズの現状  

⑤地域生活支援拠点の現状  

⑥地域生活支援拠点の必要な

機能の充足について 

 

【その他（特記事項）】 

 

 
【同意欄】 

私は，上記の東海村総合支援協議会への個人情報の提供と，その利用について同意します。 

令和   年   月   日 

氏名                      
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【以下，総合支援協議会に報告後に記載】 

 

【総合支援協議会での意見】 

 

 

 

 

 

 

【地域課題】 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


